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町の人口
（46年12月末現在）

人　口　24，29
男11，735
女12，558

世帯数　6，857

2月1日（19727／

■Ｎｏ．231事

毎月一回各家庭に配布

1日1円　　　50　円　　　声

亘災害共済ｉ
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「
鉱
害
課
」
を
新
設

年
頭
か
ら
鉱
害
に
取
り
く
む

一
月
盲
か
ら
鉱
害
謀
が
発
足
し
ま
し
た
。
大
正
鉱
薫
株
式
会
社
に
つ
づ
い
て
日
本
庚
礪
株
式
会
社
の
閉

山
に
よ
り
、
石
炭
採
伽
の
爪
あ
と
が
道
路
や
河
川
、
学
校
等
の
公
共
施
設
や
一
般
家
屋
、
農
地
に
数
多
く
の

こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
早
期
復
旧
が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

鉱
害
課
の
組
織
と
仕
事
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
鉱
害
課
組
織
図
）

－
鉱
害
庶
務
係

鉱
害
課
－

「
事
業
係

鉱
害
庶
務
係

1
鉱
害
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と

2
鉱
害
の
調
整
及
び
認
定
に
関
す
る

成
人
お

こ
と

3
鉱
害
賠
償
、
動
産
移
転
及
び
補
償

に
関
す
る
こ
と

4
鉱
害
の
陳
情
処
理
に
関
す
る
こ
と

事
業
係

1
鉱
害
復
旧
の
謝
査
、
投
計
及
び
施

工
に
関
す
る
こ
と

2
公
共
土
木
、
公
共
建
物
等
の
鉱
害

復
旧
に
関
す
る
こ
と

3
家
屋
地
盤
等
（
私
有
物
件
）
の
鉱

害
復
旧
に
関
す
る
こ
と

鉱
害
復
旧
に
関
す
る
相
談
は
、
鉱
害
課

で
受
け
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
鉱
害
と

患
わ
れ
る
家
屋
農
地
等
に
つ
い
て
復
旧

希
望
の
所
有
者
は
鉱
害
串
出
番
を
二
月

二
十
九
日
迄
に
役
場
鉱
害
課
へ
提
出
下

さ
い
。
鉱
害
申
出
書
の
用
紙
は
地
区
駐

在
員
又
は
役
場
鉱
害
譲
で
お
渡
し
し
ま

す
。

め

で

と

う

四
百
五
十
六
名

一
．
月
十
五
日
恒
例
の
成
人
式
が
、
小

雨
の
中
、
水
巻
町
公
民
館
に
お
い
て
行

な
わ
れ
ま
し
た
。

今
輿
新
し
く
成
人
の
仲
間
入
り
を

さ
れ
た
方
は
、
里
呈
上
ハ
名
で
あ
り
、

〓
木
炭
碗
閉
山
に
よ
る
人
口
流
出
な
ど

に
よ
り
、
昨
年
よ
り
七
十
八
名
も
減
っ

て
お
り
ま
す
。

式
は
、
町
長
、
議
長
、
教
育
長
、
来

賓
の
祝
辞
に
続
き
成
人
を
代
表
し
て
、横軸すがたもあでやかな成人式風景

安
藤
英
和
君
が
「
…
…
略
…
…
今
日
、

た
だ
今
か
ら
精
神
的
に
は
、
自
己
の
人

格
完
成
に
努
力
す
る
と
共
に
社
会
的
に

は
、
国
家
社
会
の
繁
栄
と
、
進
歩
発
展

に
協
力
す
る
り
っ
ば
な
真
の
民
主
的
な

日
本
人
と
な
る
よ
う
に
心
が
げ
、
一
人

前
の
人
間
と
し
て
の
責
任
と
自
覚
と
を

も
っ
て
、
人
間
と
し
て
最
善
を
つ
く
す

こ
と
を
こ
こ
に
お
誓
い
い
た
し
ま
す
」

と
力
強
く
、
宣
誓
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
記
念
行
事
に
入
り
、
今
年

は
成
人
代
表
者
に
よ
る
実
行
委
員
会
を

作
り
、
企
画
運
営
に
あ
た
り
ま
し
た
。

行
事
は
い
か
に
も
若
者
ら
し
く
、
フ
ォ

ー
ク
ソ
ン
グ
演
奏
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ

ィ
、
近
隣
大
学
の
ギ
タ
ー
、
エ
レ
キ
バ

ン
ド
演
奏
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

銃
砲
を
お
持
の
方
へ

最
近
、
銃
砲
、
火
薬
類
を
使
用
し
た

事
件
や
事
故
が
多
く
お
こ
っ
て
お
り
ま

す
。

し
た
が
っ
て
銃
砲
所
持
者
は
、
次
の
こ

と
を
守
り
、
盗
難
に
あ
い
犯
罪
に
使
用

さ
れ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

○
保
管
庫
は
、
金
属
製
ロ
ッ
カ
ー
ま
た

は
堅
固
な
木
製
の
も
の
と
す
る
。

○
カ
ギ
は
シ
リ
ン
ダ
ー
式
の
埋
め
込
み

錠
な
ど
、
じ
よ
う
ぶ
な
も
の
を
取
り

つ
け
る
。

○
銃
は
、
く
さ
り
錠
で
結
束
す
る
。

○
分
解
で
き
る
銃
は
、
か
な
ら
ず
分
解

し
て
お
く
。

○
保
管
庫
ご
と
盗
ま
れ
な
い
よ
う
、
見

え
な
い
所
に
固
定
し
て
お
く
。

○
実
包
は
、
銃
と
は
別
々
に
し
て
カ
ギ

浄
化
そ
う
の

設
置
は
届
出
を

最
近
、
家
庭
の
浄
化
そ
う
（
水
洗
便

所
）
を
設
置
さ
れ
る
方
が
増
え
て
い
ま

す
。

と
こ
ろ
で
浄
化
そ
ー
「
巷
設
置
さ
れ
る
に

は
次
の
よ
う
な
条
件
と
、
義
務
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

1
　
放
流
先
…
公
共
下
水
道
、
蓋
付
の

下
水
路
（
暗
渠
側
溝
）
、
公
共
河
川

の
か
か
る
場
所
に
保
管
す
る
。

ま
た
、
猟
銃
用
火
薬
類
に
つ
い
て
は

残
火
薬
が
出
な
い
よ
う
に
計
画
的
に
購

入
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
残
火
薬
が
出
た

と
き
は
、
猟
友
会
、
銃
砲
火
薬
類
販
売

店
の
協
力
を
得
て
、
火
薬
庫
へ
保
管
委

託
し
ま
し
ょ
う
。

に
通
じ
流
水
量
の
多
い
場
合
は
設
置
可

能
で
す
が
、
農
業
用
用
排
水
路
等
に
放

流
さ
れ
る
場
合
は
、
地
元
生
産
組
合
の

同
意
を
得
ら
れ
る
よ
う
指
導
し
て
い
ま

す
。

2
　
設
置
届
の
義
務
…
浄
化
そ
う
を
設

置
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
所
定
の
届
出
寮

を
保
健
所
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

な
お
、
業
者
に
ま
か
せ
て
お
ら
れ
る
方

は
必
ず
お
確
め
下
さ
い
。

3
　
浄
化
そ
う
設
置
後
の
義
務

イ
　
定
期
的
清
掃
（
最
低
年
一
回
）

ロ
　
消
毒
剤
の
補
給

ハ
　
機
能
点
検

二
　
放
流
水
の
水
質
検
査
（
最
低
年

一回）

※
疑
問
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
保
健
所

へ
ご
相
談
下
さ
い
。

食
品
衛
生
に
つ
い
て
の
相

談
は
指
導
員
へ

食
口
蕎
生
に
つ
い
て
の
ど
意
見
ご
相

談
は
、
今
ま
で
保
健
所
衛
生
課
に
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
各
市
町
区
に
は

食
［
叩
衛
生
協
会
委
託
の
食
品
衛
撞
指
導

員
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
の
で
ご
利
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
指
導
員
（
順
不
同
敬
称
略
）

氏
名
　
　
住
所
　
　
電
話

栗
川
タ
ツ
ヱ
　
頃
末
　
六
九
占
章
一

下
二
引
船

頃
末
　
六
千
葛
篭

ｌごみ＿は燃える物∴∴∴

」言主’；‘：二；蒜∴ま言う．′

生
活
の
向
上
に
つ
れ
て
、
「
ご
み
」

の
処
理
が
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

水
巻
町
で
も
年
々
増
加
す
る
ご
み
に

対
処
す
る
た
め
、
遠
賀
郡
四
ケ
町
で

「
ご
み
焼
却
場
」
を
建
毀
中
で
し
た

が
、
二
月
一
日
か
ら
操
業
を
開
始
す
る

予
定
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
と
も

な
い
「
ご
み
収
集
作
業
」
が
次
の
よ
う

に
変
り
ま
す
の
で
皆
様
の
御
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

家
庭
の
「
ご
み
」
は
、
燃
え
る
も
の

燃
え
な
い
も
の
に
区
別
し
て
別
々
の
容

器
に
わ
け
て
出
し
て
下
さ
い
。

燃
え
る
ご
み
…
残
業
、
残
飯
、
紙
類
、

小
さ
い
木
切
れ
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
顆
、

布
輿
枯
共
な
ど

燃
え
な
い
ご
み
…
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、

ゴ
ム
類
、
空
嘩
空
ビ
ン
、
豆
炭
な

ど
の
カ
ス
、
鉄
製
品
、
土
砂
、
レ
ン

ガ
輿
ガ
ラ
ス
製
品
な
ど

戸
籍
の
再
製
が
出
来
ま
す

昨
年
十
二
月
法
務
省
よ
り
通
達
が
あ

り
戸
籍
の
再
製
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

今
度
の
再
製
は
、
今
ま
で
と
違
い
、

訂
正
な
ど
が
多
く
あ
っ
て
、
戸
籍
の
体

裁
上
見
苦
し
い
も
の
は
、
本
人
の
申
し

出
が
あ
れ
ば
再
製
の
対
象
と
な
り
ま

す
。訂

正
な
ど
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力

に
は
、
今
ま
で
ど
お
り
影
響
あ
り
ま
せ

ん
が
、
再
製
を
望
ま
れ
る
方
は
、
役
場

住
民
裸
受
付
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

ヽ

Ｊ

 

Ｏ

′
∨

消
防
職
員
募
集

遠
賀
郡
消
防
組
合
で
は
次
の
と
お
り

消
防
職
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

一
、
採
用
予
定
人
早
…
：
四
名

二
、
受
験
資
格
…
年
令
滞
十
八
才
以
上

三
十
才
以
下
の
日
本
国
籍
を
有
す
る

男
子

三
、
願
書
受
付
期
畢
…
・
昭
和
四
十
七

年
二
月
十
五
日
か
ら
昭
和
四
十
七
年

二
月
二
十
二
日
ま
で

四
、
第
一
次
試
験
日
時
…
…
昭
和
四
十

七
年
二
月
二
十
七
日
（
日
）
八
時
三

十
分

五
、
試
験
場
所
…
…
遠
賀
郡
消
防
本
部

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
遠
賀
郡
消

防
本
部
総
務
課
庶
務
係
（
（
電
）
六
九

－
三
（
‥
5
一
）
に
問
合
せ
下
さ
い
。

ｉ

音

Ｎ

Ｎ

石

油

”

べ

音

ｕ

ｎ

Ｎ

ベ

ガ

沖

ベ

バ

Ｎ

ボ

老
人
　
の
方
　
に
　
朗
報

「
六
十
五
才
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
令
福
祉
年
金
」

身
体
障
害
者
－
－
画
十
六
年
十
一
月

よ
り
す
で
に
病
状
が
固
定
し
て
い
る
障

害
で
次
の
こ
と
に
該
当
す
る
橿
度
以
上

の
廃
嫡
状
態
に
あ
る
人
は
六
十
五
才
か

ら
老
令
福
祉
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
、
〇
八
以
下

成
人
式
を
迎
え
て

第
二
の
人
生
の
門
出
と
も
い
う
べ
き

成
人
式
を
迎
え
若
者
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
か
、
一
人
の
若
者

に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

」
「
私
達
は
激
動
す
る
時
代
の
中
に
成

入
式
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
達

が
こ
れ
か
ら
先
、
何
を
目
的
と
し
、
ど

の
よ
う
に
生
き
て
ゆ
く
か
改
め
て
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。
ふ
り
か
え
っ
て
み

ま
す
と
、

私
達
は
二
十
年
と
い
う
長
い
道
程
を

歩
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
い
た
ら
ぬ
私

達
を
長
い
年
月
手
と
り
足
と
り
親
切
に

導
い
て
下
さ
い
ま
し
た
周
囲
の
皆
様
に

は
感
謝
の
言
葉
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
。

又
、
私
達
が
今
ま
で
種
々
の
失
敗
や
つ

ま
づ
き
に
出
会
っ
た
時
も
皆
様
の
適
切

な
御
指
導
を
頂
き
ど
れ
ほ
ど
励
ま
し
に

な
っ
た
事
で
し
ょ
う
。
社
会
人
と
し
て

こ
れ
か
ら
歩
ん
で
行
く
先
は
、
右
も
左

息
か
ら
ず
不
安
で
な
り
ま
せ
ん
。
四

Ｃ
　
苗
葉
、
「
礼
儀
」
「
率
先
」
「
協

渕
」
　
「
努
力
」
、
こ
れ
ら
を
私
達
の
人

生
訓
、
若
者
の
人
生
訓
と
し
て
考
え
た

い
と
患
い
ま
す
。
こ
の
与
え
ら
た
若
さ

を
充
分
に
い
か
し
皆
様
方
に
つ
づ
く
、

り
っ
ば
な
人
間
味
溢
れ
る
社
会
人
と
成

長
し
て
行
き
た
い
と
患
い
ま
す
。
将
来

を
楽
し
い
よ
り
よ
い
社
会
を
築
く
た
め

一
生
懸
命
努
力
致
し
ま
す
。
私
達
微
力

者
の
初
指
導
を
今
後
と
も
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

（
物
の
輪
郭
が
ど
う
に
か
分
る
程

度
）

・
耳
も
と
で
大
声
で
話
す
と
、
か
す
か

に
聞
き
と
れ
る
程
度

・
声
が
ほ
と
ん
ど
出
せ
な
い
た
め
、
自

分
の
意
志
を
伝
え
る
の
に
身
ぶ
り
や

番
く
こ
と
を
要
す
る
と
き

・
片
腕
や
片
足
が
完
全
マ
ヒ
な
ど
に
よ

り
ほ
と
ん
ど
使
え
な
い
と
き

・
両
手
の
親
指
と
、
ひ
と
さ
し
指
を
切

り
ほ
と
ん
ど
使
え
な
い
と
き

・
他
人
の
助
け
を
借
り
る
必
要
は
な
い

が
日
常
生
活
が
き
わ
め
て
困
難
な
状

態
に
あ
る
と
き

「
老
令
福
祉
年
金
の

併
給
緩
和
」

四
十
六
年
十
月
よ
り

戦
争
公
務
に
よ
る
公
的
年
金
を
受
け

て
い
る
場
合
、
次
の
こ
と
を
除
く
ほ
と

ん
ど
の
人
が
老
令
福
祉
年
金
も
併
せ
て

受
給
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

・
死
亡
、
負
傷
、
疾
病
に
か
か
っ
た
当

時
の
階
級
が
少
尉
以
上
の
場
合
は
支

給
さ
れ
な
い
。
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昭和47年2月1日

本
炭
鉱
が
昭
和
四
十
六
年
三
月
閉

同
炭
鉱
の
専
用
水
道
の
給
水
を

め
ぐ
っ
て
種
々
論
議
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
水
巻
町
と
し
ま
し
て
も
、

全
町
民
の
約
蟻
に
あ
た
る
こ
の
地
区

の
給
水
問
題
を
抱
え
、
早
速
国
や
県
の

関
係
先
に
働
き
か
け
、
昭
和
四
十
六
年

度
よ
り
タ
閉
山
炭
鉱
水
道
施
設
整
備
事

業
タ
に
着
手
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
工
事
費
は
総
額
一
億
九
千
万
円

に
も
昇
る
た
め
、
現
状
の
町
財
政
事
情

で
は
独
自
財
源
で
こ
の
工
事
を
行
な
う

こ
と
は
不
可
能
に
近
く
、
国
の
補
助
金

並
び
に
借
入
金
で
施
工
致
し
ま
す
。

今
年
度
事
業
蛍
は
九
千
五
百
万
円
で

昨
年
度
、
北
九
州
市
永
犬
丸
よ
り
導
入

し
た
給
水
本
管
を
、
南
中
学
校
よ
り
頃

末
経
由
三
ツ
頚
ま
で
県
道
に
布
設
し
、

町
道
関
係
で
は
、
頃
末
五
代
線
（
机
社

宅
内
）
及
び
頃
末
古
賀
和
田
線
（
中
央

病
院
よ
り
新
生
街
）
に
布
役
い
た
し
ま

す
。今

年
度
の
工
事
費
九
千
五
百
万
円
は

固
か
ら
の
補
助
金
千
五
Ｈ
万
円
、

厚
生
年
金
積
立
金

よ
り
六
千
二
百
万
円
の
融
資
を
受
け
、

残
額
千
八
百
万
円
は
町
財
源
で
あ
り
ま

す
。以

上
説
明
致
し
ま
し
た
理
由
に
よ
り

着
工
致
し
ま
す
県
道
、
町
道
に
つ
い
て

は
工
事
中
何
か
と
ど
迷
惑
を
お
か
け
も

ま
す
が
ど
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

ｌ

ｌ

ｒ

．

ｔ

▼

’

ｔ

▼

ｌ

無
料
交
通
事
故
相
談
所

を
開
設

二
月
十
九
日
年
前
十

時
～
午
後
二
時
ま
で

水
巻
町
町
民
会
館
日

本
間

保
育
園
児
募
集
ク

保
育
内
容

厚
生
省
保
育
指
針
及
び
幼
稚
園
教
育

要
額
に
も
と
づ
き
実
施

受
付
期
間

自
　
昭
和
4
7
年
1
月
2
5
日

至
　
昭
和
4
7
年
2
月
2
9
日

入
園
資
格

・
共
種
を
さ
れ
て
い
る
家
庭
の
児
童

・
お
母
さ
ん
が
内
職
な
ど
を
さ
れ
て

い
る
家
庭
の
児
童
。

・
お
母
さ
ん
の
お
ら
れ
ぬ
家
庭
の
児

童
・
お
母
さ
ん
の
み
で
生
計
を
た
て
ら

れ
て
お
ら
れ
る
家
庭
の
児
童
。

・
そ
の
は
か
お
母
さ
ん
が
病
気
を
さ

れ
た
り
病
気
の
か
ん
ど
な
ど
に
あ

た
ら
れ
る
家
庭
の
児
童
。

・
各
前
号
の
ほ
か
、
保
育
に
か
け
る

な
ん
ら
か
の
事
情
の
あ
る
も
の
。

保
育
園
の
名
称

第
一
保
育
園
（
頃
末
役
場
輝
）

定
員
　
7
0
名

第
二
保
育
園
（
吉
田
二
公
民
館
横
）

定
員
　
7
0
名

印
鑑
証
明
制
度
が
変
わ
り
ま
し
し
た
と

、
①
印
鑑
手
帳

印
鑑
を
登
録
し
ま
す
と
「
印
鑑
手
張

」
を
交
付
し
ま
す
。

印
鑑
証
明
（
印
鑑
登
録
証
明
）
を
も

ら
う
に
は
、
そ
の
印
銭
手
帳
露
出
し

な
い
と
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
（
こ
れ
は

保
管
さ
れ
て
い
る
印
鑑
登
録
原
票
を
そ

の
ま
ま
写
し
た
印
影
証
明
を
交
付
す
る

方
法
で
す
。
し
た
が
っ
て
登
録
印
（
実

印
）
を
持
ち
回
ら
な
く
て
も
よ
い
事
に

な
り
ま
す
。
）

印
鑑
手
帳
が
大
切
な
役
割
を
し
ま
す

の
で
手
帳
を
紛
失
し
た
り
、
盗
難
に
会

う
と
す
ぐ
に
届
出
て
お
く
こ
と
が
必
要

貫
。

⑧
印
鑑
登
録
の
手
続

印
鑑
の
登
録
手
続
は
原
則
と
し
て
本

人
み
ず
か
ら
が
行
な
い
ま
す
。
印
鑑
に

よ
る
事
故
防
止
の
た
め
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
托
す
る
た
め
次
の
い
づ
れ
か
に

よ
っ
て
登
録
さ
れ
ま
す
。
．

㊦
身
分
証
明
番
（
写
真
付
割
印
の
あ

る
も
の
）

⑦
運
転
免
許
証

㊥
役
場
職
鼠
の
保
証
を
え
ら
れ
る
人

㊤
照
会
文
番
を
郵
送
に
よ
っ
て
、
そ

の
回
答
者
持
参
に
よ
る
な
ど
で
す
4

㊦
①
⑳
の
い
ず
れ
も
で
き
な
い
方
、

又
や
む
を
得
ず
代
理
人
に
よ
っ
て
申
請

さ
れ
た
場
合
は
、
す
べ
て
㊤
に
よ
っ

て
、
手
続
き
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

郵
送
に
よ
っ
て
確
認
調
査
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
目
時
が
か
か
り
登

録
手
続
と
同
時
に
印
鑑
登
録
証
明
賓
を

交
付
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
前
も

っ
て
登
録
手
続
を
す
ま
せ
て
お
く
と
急

ぐ
時
に
便
利
で
す
。

旬
登
録
で
き
な
い
印
鑑

頃
コ
ム
印
、
機
械
彫
り
印

③
き
損
、
摩
滅
し
て
い
る
印
鑑

か
職
業
な
ど
他
の
事
項
を
合
せ
て
あ

る
も
の
。

㊤
そ
の
他
照
合
が
困
難
な
印
鑑

④
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
、
委

任
状
が
必
要
で
す
。
や
む
を
得
ず
代

理
人
に
よ
っ
て
登
録
手
続
及
び
印
鑑
証

明
の
申
請
は
委
任
者
自
筆
の
委
任
状
を

添
付
し
な
い
と
交
付
い
た
し
ま
せ
ん
。

※
現
在
登
録
し
て
い
る
方
（
昭
和
4
6

年
7
月
1
日
以
前
の
登
録
）
で
ま
だ
印

鑑
手
帳
の
交
付
手
練
（
切
替
手
続
）
を

し
て
い
な
い
方
は
、
登
録
印
を
持
っ
て

）

青
色
・
白
色

確

定

申

告

受

付
は
（
三
等
計
二
十
九
。
）

畢
二
保
育
園
（
古
賀
区
県
道
筋
）

定
見
　
9
0
名

辞
細
は
役
場
福
祉
施
設
課
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ

6
9
1
0
6
3
1
）
へ
お
問
い
合
せ
下
さ

ヽ
一
°

′
Ｖ

昭
和
四
土
ハ
年
度
の
確
定
申
告
の
受

付
が
二
月
二
十
八
・
二
十
九
ｑ
三
月

丁
二
日
の
四
口
間
、
転
属
会
館
ホ
ー

ル
に
お
い
て
若
松
税
務
署
、
若
松
財
務

事
務
所
、
町
職
員
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

ま
す
。こ

の
機
会
に
申
告
さ
れ
な
い
方
は
三

月
十
五
日
迄
に
若
松
税
務
署
の
ほ
う
で

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
こ

の
機
会
を
御
利
用
下
さ
い
。

確
定
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
人

「
一
般
の
人
の
場
合

四
士
ハ
年
中
の
各
種
所
得
の
合
計
額

か
ら
所
得
挫
除
を
差
し
引
き
そ
の
金
額

を
も
と
と
し
て
算
出
し
た
税
額
が
配
当

控
除
よ
り
多
い
場
合
。

二
、
給
与
所
得
が
あ
る
人
の
場
合

給
与
所
得
者
は
大
部
分
の
人
は
申
告

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
四
十
六

年
中
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
か
ら

所
得
控
除
を
差
し
引
き
、
そ
の
金
額
を

基
と
し
て
算
出
し
た
税
額
が
配
当
控
除

額
ふ
年
末
礪
盤
に
よ
り
控
除
を
受
け
た

住
宅
貯
事
挫
除
額
よ
り
多
い
人
で
次
に

該
当
す
る
人
。

用
四
十
六
年
甲
の
給
与
の
収
入
金
額

捏
1
Ｈ
ｈ
Ｊ
Ｈ
ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
ｕ
Ｈ
ｈ
ｌ
Ｈ
ｈ
Ｊ
山
Ｈ
Ｈ
Ｈ
ｕ
己
べ
山
川
日
日
ヾ
Ｈ
ｈ
Ｈ
Ｈ
ｕ
Ｈ
ト
出
川
川
ｕ
ｈ
日
日
日
日
Ｈ
ン
　
Ｈ
＝
日
日
べ
べ
“
川
日
日
1
㌔
ｈ
ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
”
ｈ
Ｊ
Ｊ
ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
ｑ
計
は
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｊ
ｈ
Ｊ
ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
べ
境
ｒ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
＝
Ｈ
卍
点
は
日
日
ｕ

遊
休
土
地
所
有
者
に
ｌ
言

他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
管
理
を

最
近
の
住
宅
ブ
ー
ム
を
反
映
し
て
、

農
地
、
山
林
な
ど
の
宅
地
化
が
進
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
れ
て
遊

休
土
地
が
増
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
遊
休
土
地
は
、
痴
漢
の
巣
に
な

っ
た
り
○
不
艮
少
年
の
遊
び
場
○
ゴ
ミ

の
投
棄
場
所
○
農
業
生
産
を
阻
害
す
る

害
虫
の
発
生
場
所
○
用
排
水
の
阻
専
○

宅
地
排
水
、
汚
水
の
た
ま
り
場
な
ど
に

な
っ
た
り
し
て
い
る
場
所
も
あ
り
ま
す

こ
れ
ら
の
場
所
は
、
当
然
所
有
者
の

善
良
な
管
理
に
よ
っ
て
他
人
に
迷
惑
を

か
け
な
い
よ
う

昭
和
4
7
年
3
月

3
1
日
ま
で
に
手

続
き
を
す
ま
せ

て
下
さ
い
。

昭
和
4
7
年
4

月
1
日
か
ら
は

廃
印
に
な
り
新

た
に
登
録
手
練

し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

．、、、、．＿・ヽ、＿　さ、＿．、、、一、、ｌ〆、ィ、＿、ヽ・・、．へ・、、．‾・＿．．、、・、＿　ノ、Ｌ・・＿ノ、、ソ1・、）1、’、、一．－′‾Ｊｌ・、、ノ、－ｒ．イ・、‘、ヽ′ｌ‥、し′　－′、し′’、一、ミＶ、’‾、′‾、；

第
十
八
回
「
わ
が
家
の
家
計
簿
」
体
験
談
募

集
が
主
催
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
、
都
道
府
県

貯
蓄
推
進
貴
会
、
後
援
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
行
な
わ
れ

ま
す
の
で
あ
な
た
の
貴
重
な
体
験
を
文
章
に
ま

と
め
て
気
軽
に
ご
応
募
下
さ
い
。

内
　
容

・
家
計
簿
を
つ
け
始
め
た
動
機
や
記
帖
上
の
苦

心
談
。

・
家
計
簿
を
つ
け
る
喜
び
や
家
族
の
方
々
の
協

原
　
稿

ｌ
　
本
文
は
四
（
8
字
詰
原
稿
用
紙

内
。

本
文
の
ほ
か
月
別
、
項
目
別
支
聖

添
付
下
さ
い
。

2
　
原
稿
に
は
応
募
者
の
住
所
、
氏
名

雲　集　姦
り　　を　　以

が
な
）
、
職
業
、
年
令
、
同
一
家
計
で
く
ら

す
家
族
名
（
応
募
者
と
の
続
柄
、
年
令
、
職

業
、
就
学
状
況
な
ど
）
家
計
簿
記
帖
年
数
お

力
の
模
様
。

・
家
計
簿
で
発
見
し
た

ム
リ
や
ム
ダ
。

・
家
計
簿
に
よ
っ
て
予

算
生
活
を
し
た
綽
果

消
費
内
容
に
生
じ
た

変
化
。

よ
び
連
絡
電
話
番
号

を
記
載
下
さ
い
。

3
　
封
筒
の
表
面
に
家

計
簿
体
験
談
と
明
記

下
さ
い
。

4
　
応
募
原
稿
は
お
返

・
最
近
の
物
価
高
を
家
計
簿
記
帖
に
よ
り
、
こ
つ

ま
く
乗
り
切
っ
た
体
験
。

・
家
計
簿
を
も
と
に
し
た
、
こ
れ
か
ら
の
明
る

い
生
活
設
計
。
′

・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
家
計
簿
記
帖
の
勉
強
ぶ

り
。

な
ど
家
計
簿
記
帖
に
関
す
る
も
の
を
自
由
に

書
い
て
下
さ
い
。

Ｌ
Ｌ
ま
せ
ん
。

し
め
切

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
九
日
。

送
り
先

ュ
　
福
岡
県
貯
蓄
推
進
委
員
会

福
岡
市
天
神
日
本
銀
行
福
岡
支
店
内

2
　
日
本
銀
行
北
九
州
支
店

北
九
州
市
小
倉
区
紺
屋
町

入
選
者
に
は
賞
金
が
あ
り
ま
す
。

・．－、　　し▼・＿′Ｎ、・、1－、・、・、、1、－－′～～、一Ｍ≠・Ｆ、ＷｕＶＶＶｌＪ、－ノＶヽ

に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
に
も

か
ゝ
わ
ら
ず
、

放
置
さ
れ
て
い

る
の
が
現
状
で

あ
り
ま
す
。

所
有
者
は
年

二
回
以
上
は
雑

草
の
伐
採
。
永

路
、
排
水
、
お

よ
び
関
係
遠
路

の
整
備
補
修
。

不
在
地
主
は

水
巻
町
内
に
管

理
人
を
委
任
し

管
理
に
あ
た
ら

廿
る
。

等
の
対
策
を
こ

う
じ
て
、
周
辺

の
人
に
迷
惑
を

か
け
な
い
よ
う

充
分
管
理
を
し

て
下
さ
い
。

が
五
〇
〇
万
円
を
こ
え
る
人
。

伺
　
給
与
を
一
ヶ
所
か
ら
受
け
て
い
る

人
で
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
十
万

円
を
こ
え
る
人
。

Ｈ
　
給
与
を
二
ヶ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
人
で
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
以

外
の
給
与
収
入
金
額
と
給
与
所
得
や

退
職
所
得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額

と
の
合
計
額
が
十
万
円
を
こ
え
る

人
。

Ｈ
　
同
族
会
社
の
役
員
や
親
族
で
給
与

の
は
か
に
利
子
、
使
用
料
、
賃
貸
料

の
支
払
を
受
け
て
い
る
人
。

㈹
　
災
事
を
受
け
た
人
で
四
十
六
年
中

の
給
与
に
つ
い
て
災
害
減
免
法
に
よ

り
源
泉
徴
収
税
額
の
徴
収
猶
予
や
還

付
を
受
け
た
人
、

三
、
資
産
所
得
の
合
算
所
得
を
受
け
る

人
。

輿
退
職
所
得
が
あ
る
人
で
源
泉
徴
収

税
額
が
正
規
の
税
額
よ
り
も
少
な
い

人
。

五
、
確
定
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
税
金

が
も
ど
る
人
。

六
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納

税
し
た
税
金
が
納
め
す
ぎ
に
な
っ
て

い
る
人
。

※
向
四
十
六
年
度
に
給
与
所
得
以
外
（

給
与
所
得
者
は
除
く
）
の
所
得
の
あ

っ
た
方
は
町
の
申
告
が
あ
り
ま
す
の

で
会
員
お
い
で
下
さ
い
。

謹
ん
で
お
く
や
み

申
し
上
げ
ま
す

次
の
方
々
か
ら
香
典
返
し
に
か

え
多
額
の
金
品
を
社
会
福
祉
協

議
会
に
ど
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し

た
。

こ
こ
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
故
人
の
ど
冥
福

を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

故
石
橋
虎
次
殿
（
猪
熊
町
佳
）

石
橋
遭
夫
　
故
有
方
辰
男
殿
（

折
尾
棟
団
地
）
有
方
清
亮

故
竹
之
内
正
秋
殿
　
故
竹
之
内

ヨ
シ
子
殿
　
（
古
賀
県
住
）
竹

之
内
広
則

ｉ

Ｌ

Ｌ

ｒ

翳

も


